
７月は 
　国民健康保険税（全期・第１期） 
　　    　　　　  の納期です。 

７月は 
　国民健康保険税（全期・第１期） 
　　　　　　　　の納期です。 

カルム五條では、赤ちゃんからお年寄り
まですべての市民の皆さんの健康相談
を受け付けています。  
お気軽にご利用ください。 

カルム五條 
（保健福祉センタ－）  

☎22-4001 
内線289，290 
FAX22-6585

　検診車による子宮頚部がん検診を実施します。子宮がん検診は２０歳から受けられる検診で
す。この機会に受診してください。 
■日時・場所　別表のとおり 
■対象者　市内に在住の２０歳以上の女性（平成１９年３月３１日までに２０歳になる人を含む） 
■検診内容　検診車による子宮頚部がん細胞検査 
■費用　６００円（７０歳以上は無料） 
■申込方法　検診日の５日前までに申し込んでください。（昨年受診した人は申し込み不要） 
■その他　日程表の「乳がん実施」とは、子宮がん検診と乳がん検診を同時に実施する会場

です。乳がん検診は３０歳代が視触診のみ、４０歳以上がマンモグラフィ検診となり
ます。詳細は問い合わせてください。また乳がん検診受診を希望する場合は、併
せて申し込んでください。  

＊この日程で都合の悪い場合は、医療機関で受診する方法もありますので 問い合わせてくだ
さい。 
■申込・問合先　保健福祉センター成人保健係（内線２９０） 
■別表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　７月、８月は愛の血液助け合い運動の期間です。近年献血者は減少傾向にあり、血液不足
は深刻となっています。この機会に、みなさんのご協力をお願いします。 
■日時　８月４日（金）午前１０時～午後4時 
■場所　市民会館前 
■対象者　満１６歳～満６９歳の人で、体重が男性４５以上、女性４０以上の人 
　　　　（ただし６５歳以上の献血者については、６０歳から６４歳に献血経験のある場合に限り

ます） 
　　　　　ヤコブ病に伴い、欧州渡航歴のある人については、滞在期間により献血ができな

いことがあります。 
■献血内容　２００・４００  
■注意　輸血用血液の安全性を高めるため、献血の際本人確認を実施していますので、保険証・

運転免許証など本人確認のできるものを持参してください。 
■問合先　保健福祉センター成人保健係（内線２９０）  
 
 
 
　推進員養成講座では、健康や運動についての講義や実技指導を楽しくわかりやすく実施し
ます。健康づくりのための運動を身につけ、仲間と運動を継続しましょう。  
■日時　８月３１日（木）、９月９日（土）、９月２１日（木）、１０月１３日（金）、１０月２７日（金）、

１１月１０日（金）、１１月２４日（金）、１２月８日（金）、１２月２２日（金）、 
　　　　平成１８年１月１２日（金）、１月２６日（金）、２月２３日（金）、３月９日（金） 
　　　　午後１時３０分～３時３０分（ただし１月１２日は午前１０時～午後２時） 
■場所　カルム五條 
■対象者　３０歳から７０歳までの運動制限のない人で、継続して講座に参加でき、講座修了後

は運動普及推進員として、健康づくりのボランティア活動のできる人 
■募集人数　３０人 
■講師　内田恵美子先生（健康運動指導士）、栄養士、保健師 
■参加費　無料 
■申込方法　８月２６日（金）までに申し込んでください。（電話可） 
■申込・問合先　保健福祉センター成人保健係（内線２９０） 

子宮頚部がん集団検診 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
献血にご協力を 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
運動普及推進員 
養成講座受講者募集 

　既存住宅を耐震改修した場合、耐震改修をおこなった住宅について、次の要件をそなえた場合に税額が減額されます。 
１．家屋および耐震改修工事の要件 
　（ア）家屋の要件 
　　　・昭和５７年１月１日以前に建てられた住宅 
　（イ）耐震改修工事の要件 
　　　・平成１８年１月１日から平成２７年１２月３１日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事 
　　　・一戸あたりの工事費が３０万円以上のもの 
２．減額期間 
　減額される期間は、改修工事が完了した年の翌年度分から、工事完了時期に応じて次のとおりになります。 
 
 
 
 
 
３．減額の範囲 
　減額の範囲は、一戸あたり１２０㎡相当分までとし、改修住宅の固定資産税額の１／２が減額されます。 
４．減額を受けるための手続き 
　現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書（※）を添付し、市へ改修後３か月以内に申告していただく必要があります。 
※証明書の発行主体：地方公共団体、建築士、指定住宅性能評価機関、指定確認検査機関 
 
■問合先　税務課固定資産税係　　（内線２５７、２５８） 本 

　今年も、食中毒菌が活発に増え食中毒の発生が多発する季節を迎えました。 
よりいっそうの食品の調理や取り扱いに気をつけ、おいしく安全な食事を心がけましょう。 
 

食中毒防止の基本３原則は、つけない・増やさない・やっつけるです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
　ＳＡＲＳなどの感染症を防ぐには、外出後などの石けん等による手洗いやうがいを徹底すること、バランスの良い食事や十
分な睡眠で体力・抵抗力を維持することが大切です。 
 
■問合先　保健福祉センター成人保健係（内線２９０） 

＊納期限については、納付書で確認してください。 
　市役所本・支所担当窓口、取扱金融機関および郵便局で
納付してください。 
　納税は便利で確実な口座振替（自動払込）をご利用くだ
さい。 
 
■問合先 
　保険課保険税係　　（内線２６６、３６８） 

加入・脱退の手続きは 
14日以内に 

■問合先　保　険　課　　（内線２６７、３６７） 
　　　　　住　民　課　　（内線２６） 
　　　　　住民厚生課　　（内線４３） 

細菌をつけない 
＊洗う：食材・調理器具・手指 
＊包む：ラップをかける・ふたつき容器 
　　　　を利用する 
＊殺菌：漂白剤につける・熱湯をかける 

細菌を増やさない 
＊長くおかず、早めに食べる 
＊冷蔵庫・冷凍庫を利用する 
　ただし冷蔵庫は過信しない 

細菌をやっつける 
＊中心まで火を通す 
　あたためる程度の中途半端な加熱は 
　ダメ！ 

けい  ぶ 

保健福祉センターからのお知らせ 保健福祉センターからのお知らせ 保健福祉センターからのお知らせ 
成人対象 

お知らせ 

実施日  時　　間 場 　 　 所  

８月３日（木） 午前９時～９時３０分 西部集落センター（西吉野町奥谷） 

９月１日（金） 

９月２０日（水） 

午後１時～１時３０分 
午前９時～９時３０分 
午前１０時～１０時３０分 
午後１時～１時３０分 
午前９時～９時３０分 

賀名生の里歴史民俗資料館（西吉野町和田） 
阪合部文化会館（中町） 
市民会館（本町３丁目） 
カルム五條（野原西６丁目） 
北宇智公民館（近内町） 

午前１０時～１０時３０分 田園公民館（田園４丁目） 
午後１時～１時３０分 カルム五條（野原西６丁目） 
午前９時～９時３０分 カルム五條（野原西６丁目） 
午後１時～１時３０分 大塔支所（大塔町辻堂） 

１０月４日（水） 

乳がん実施 

乳がん実施 

乳がん実施 
乳がん実施 

備 考  

耐震改修をおこなった住宅に対する 
固定資産税の減額措置について 

工事完了時期 
平成１８年１月１日～平成２１年１２月３１日 
平成２２年１月１日～平成２４年１２月３１日 
平成２５年１月１日～平成２７年１２月３１日 

減　額　期　間 
３年間 
２年間 
１年間 
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